
第１回 教 育 委 員 会 会 議

議案第１号

令和８年

秋田県教育委員会



議案第１号

秋田県銃砲刀剣類登録審査委員の任命について

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第１４条第３項及び銃砲刀剣類登録規則（昭和３３年文化財保護委員
会規則第１号）第２条の規定に基づき、秋田県銃砲刀剣類登録審査委員を次のとおり任命する。

氏 名 職 業 任 期

１ 池田 吉男 会社役員 令和８年４月１日～令和１０年３月３１日

２ 武田 卓明 会 社 員 令和８年４月１日～令和１０年３月３１日

３ 小西 宏彦 無 職 令和８年４月１日～令和１０年３月３１日

令和８年２月５日提出

秋田県教育委員会教育長 安田 浩幸

理 由

秋田県銃砲刀剣類登録審査委員の任期が令和８年３月３１日付けで満了するので、その後任の委員を任命する必要がある。
これがこの議案を提出する理由である。
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議案１号 参考資料

銃砲刀剣類登録審査委員候補者略歴

以下、個人情報のため表示しません。
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令和８年

第１回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（１）

秋田県教育委員会

令和９年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について



 報告事項  
 

令和９年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について 
 
 
Ⅰ 公立高等学校 
 
  １ １次募集 
 
      学力検査等実施日

＊
     令和９年 ３月 ４日（木） 

              ＊面接の形態及び志願者数の状況によって、面接を３月４日（木）の１７：００までに終えること
ができない場合は、翌日の３月５日（金）に実施することがある。 

 
追検査実施日     令和９年 ３月１０日（水）                          

 
    合否通知日時     令和９年 ３月１２日（金） 午後１時～午後４時 
 
                           発表時刻は、上記時間内において各学校が定める。 
 
 ２ ２次募集 
 
      面接等実施日      令和９年 ３月１８日（木） 
 
    合否通知日時        令和９年 ３月２３日（火） 午後１時～午後４時 
 
                            発表時刻は、上記時間内において各学校が定める。 
 
 
Ⅱ 県立中学校 
 
 １ 適性検査等実施日   令和８年１２月１９日（土） 
 
 ２ 選抜結果通知日      令和９年 １月 ６日（水） 
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令和８年

第１回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（２）

秋田県教育委員会

令和８年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座」について



令和８年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座」
基 本 要 項

１ 趣旨 個性と能力を積極的に生かすという生涯学習の要請に応え、人々が個性を
発揮しながら自己実現を図ることができるよう、興味・関心、学習意欲に応
える学びの場を提供する。

２ 主催 秋田県教育委員会

３ 主管 秋田県教育庁高校教育課

４ 運営 秋田県立秋田明徳館高等学校

５ 対象 開設講座に対し、興味・関心や学習意欲を有する一般社会人及び秋田明徳
館高等学校に在籍している生徒

６ 内容

(1) 募集窓口 秋田県立秋田明徳館高等学校
〒010-0001 秋田市中通二丁目１番51号
TEL 018-833-1261 FAX 018-833-1162

(2) 開設講座 英会話、ハングル、秋田の歴史入門、専門郷土史

(3) 募集人数 各講座２５名（本校生徒の人数を含む）

(4) 開講期間 前期 ５月～９月（受付期間：４月初旬）
後期 10月～２月（受付期間：８月下旬）

※ 各期とも週２回。ただし、「秋田の歴史入門」、「専門郷土史」
は、週１回の通年講座。

(5) 受 講 料 ３，５００円

※ 秋田県立高等学校授業料等徴収条例に定める聴講料の額と同額
とする。

７ その他

(1) 単位認定 秋田明徳館高等学校に入学した場合は、受講した科目の成果につい
て、単位を認定することができる。

(2) 申込手続

① 受講希望者は所定の申込書により、秋田明徳館高等学校に直接申し込む。
② 定員を超えた場合、受講者の決定は抽選による。

(3) 受講料の納入 一括納入とする。

(4) その他

① 開設講座ごとの募集人数、申込受付期間、開講日等は募集要項に定める。
② 受講申込者が１０名に満たない場合は、原則として開講しない。
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令和８年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座（前期・通年）」

募 集 要 項

１ 趣 旨 個性と能力を積極的に生かすという生涯学習の要請に応え、人々が個性を発揮しながら自己実
現を図ることができるよう、興味・関心、学習意欲に応える学びの場を提供します。

２ 対 象 開設講座に対し、興味・関心や学習意欲を有する一般社会人及び秋田明徳館高等学校の生徒を
対象とします。

３ 開設講座及び募集人数

科 目 名 開講日 時 間 募集人数 備 考

英会話初級 火・木 14:50～16:25 ２５名 基本的な日常英会話を楽しみましょう。

英会話中級 火・木 13:05～14:40 ２５名
世界中の時事問題等に新聞・ディスカッション他を通して
触れましょう。

ﾊﾝｸﾞﾙ 初級 月 10:30～12:05 ２５名 基礎から丁寧に教えます。 初心者大歓迎です。
木 13:05～14:40

ﾊﾝｸﾞﾙ 中級 水・金 10:30～12:05 ２５名 ハングルを更なる一歩へ!

秋田の歴史入門
火 13:05～14:40 ２５名 テキストとして、『秋田県の歴史』を使用します。（通年講座）

専門郷土史 木 13:05～14:40 ２５名 「新屋肝煎文書」Ⅲの分析を中心に。加えて、補足史料の解（通年講座） 説。

※ 各講座の開講日及び時間は、変更する場合があります。

４ 開講期間 令和８年５月７日（木）～令和８年９月１８日（金）

５ 講座会場 カレッジプラザ（明徳館ビル２階）

６ 受付期間 令和８年４月１日（水）～４月１０日（金）１６：００まで

７ 申込方法

(1) 実施要項と受講申込書を４月１日（水）から秋田明徳館高等学校３階事務室窓口で配付します。
学校ホームページからもダウンロード可能です。

(2) 必要事項を記入した「受講申込書」と、郵便番号・住所・氏名を記入し、「返信用封筒（必ず「長3型封筒
A4用紙が三つ折りで入るサイズ)」に110円切手を貼り、秋田明徳館高等学校３階事務室に４月１０日（金）

まで郵送又は持参してください。受付期間及び返信用封筒サイズの厳守をお願いします。

郵送の場合も４月１０日（金）１６：００必着とします。

＜申込先＞ 〒010-0001 秋田市中通二丁目１番５１号 秋田明徳館高等学校 科目履修講座係

※ 郵送の場合は「科目履修講座申込」と申込封筒表側に明記してください。
８ 受講決定

(1) 受講申込みが募集人数を超えた場合は、新規申込者を優先した上で、抽選により受講予定者を決定します。

(2) 受講申込者に、受講可否の通知書を送付します。

(3) 受講予定者は、通知書を持参の上、受講料を秋田明徳館高等学校事務室に現金で納付してください。
受講料は１科目当たり３，５００円です。

(4) 期日までに受講料を納入した者を、受講決定者とし、「受講決定通知書」を交付します。期日まで受講料
の納入がない場合、辞退とみなします。

(5) 辞退等により受講決定者が募集人数に満たない場合は、抽選に漏れた受講申込者から補充を行います。

(6) 納入された受講料は、原則として返還できません。

(7) 講座で使用する教材（教科書等）費は、別に徴収します。

(8) 受講申込者が少数の場合は、原則として開講しません。

９ 使用教材等 各講座により異なります。（後日連絡します。）

10 駐 車 場 申込み及び受講に際して、明徳館ビル駐車場の利用は御遠慮願います。

問い合わせ先
秋田県立秋田明徳館高等学校

科目履修講座担当 通信制 教頭

TEL 018-834-0473（通信制直通）
018-833-1261（代 表 電 話）

・マスク着用等、感染防止
対策へのご協力をお願い
します。

・発熱等の症状がある場合
は受講を控えてください。
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令和８年

第１回 教 育 委 員 会 会 議

報告事項（４）

秋田県教育委員会

県立社会教育施設の再編等に向けた基本的な方針（案）について



◎大館少年自然の家　昭和49年建設（51年経過）

　◎県立博物館　昭和49年建設（51年経過）

県立社会教育施設の再編等に向けた基本的な方針（案）概要

生涯学習課

社会教育施設の現状と課題

・12施設（重要文化財である旧奈良家住宅を除く）

・延床面積の合計 74,017㎡ （令和６年度末現在）

・使用年数が40年を超える施設は５施設、延床面積は29,636㎡（全体の40％）

・10年後には40年を超える施設が４施設追加され、延床面積は59,157㎡ （全体の80％）

・今後、施設の老朽化に伴う大規模修繕・改修等が必須であり、多額の費用がかかることが

見込まれることから、機能、規模及び配置について令和５～６年度にかけて外部有識者等で

構成する検討委員会で在り方を検討し、令和７年３月末に報告書を取りまとめた

・県では、この報告書を基に、関係施設や市町村との意見交換等を行い、今後の県立社会

教育施設の再編等に向けた基本的な方針を取りまとめることとした

・多くの施設・設備の老朽化が進んでおり、大規模修繕や改築に多額の費用が見込まれる

・将来的な財政規模の縮小を見据え、公共施設の総量抑制が求められている

・新型コロナウイルス感染症の拡大によりデジタル化が加速しており、社会教育施設においても

ICTの活用やデジタル化の推進が不可欠である

現 状

課 題

在り方の検討
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　◎岩城少年自然の家 　◎生涯学習センター

　　◎保呂羽山少年自然の家 　◎青少年交流センター

①県内児童生徒の自然体験活動の

機会確保の観点から、機能は今後も

維持するが少子化の進行に鑑み、

宿泊定員の規模を適正化

②将来的には、各施設の立地の強

みや特徴等を生かした機能分化（一

般利用を拡充する施設、海や山など

多様な体験活動が可能な施設等）

や、県・市有類似施設との機能集約

等を行うほか、地域の配置バランス

も考慮し規模の適正化と施設の集

約化を検討

基本的な方針

○大館少年自然の家 ○保呂羽山少年自然の家

昭和49年建設（51年経過） 昭和53年建設（47年経過）
○岩城少年自然の家 ○自然体験活動センター

昭和58年建設（42年経過） 平成19年建設（18年経過）

○生涯学習センター ○青少年交流センター

昭和55年建設（45年経過） 平成11年建設（26年経過）

①生涯学習センターは、基本的に

機能を維持

②青少年交流センターは、利用者

の低迷等を踏まえ機能そのものや、

規模・運営方法等施設の在り方に

ついて抜本的に検討

③両施設の貸室機能の重複等も踏

まえ令和７年度中に、関係部局横断

のワーキング検討委員会を設置し、

有識者を交えて両施設の集約化・

複合化等を検討③民間企業のノウハウの活用につい

て検討するとともに、利用者負担に

ついて必要な見直しを図る

④令和８年度以降ワーキング検討委

員会を設置し４施設の集約化・複合

化・大規模修繕などについての計画

を策定

自然体験活動の提供施設 （４施設） 学習機会の提供施設 （２施設）

④生涯学習センターの設備は不具

合が多く短期間のうちに大規模修繕

の必要がある一方、隣接する児童会

館と設備を共用していることから、施

設の集約等に向けた方向性の決定

には双方の調整が必要
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　　◎県立図書館
　　◎近代美術館

　　◎あきた文学資料館
　　　◎農業科学館

①両施設ともに、当面は維持保全

を適切に実施

②将来的には大規模修繕で施設

設備の長寿命化を図るほか、利用

者数が多い県立図書館にあきた文

学資料館を統合することも視野に

検討

基本的な方針

○県立図書館 ○あきた文学資料館

平成５年建設（32年経過） 平成６年建設（31年経過）
○県立博物館 ○農業科学館

昭和49年建設（51年経過） 平成２年建設（35年経過）
○県立美術館 ○近代美術館

平成24年建設（13年経過） 平成５年建設（32年経過）

①各施設が果たすべき機能は、ほ

かでは代替できないものであり４館と

もに当面は現施設をそのまま活用

することとし、大規模修繕で施設設

備の長寿命化を実施

②利用料金については、国や他の

都道府県が設置している博物館施

設の状況について情報収集を行い

必要に応じて見直す
③あきた文学資料館は、県民の認

知度向上や利用者の増加に向けた

仕掛づくりを検討

④両施設ともに利用者の利便性向

上に向け、デジタル技術を積極的に

活用

読書・文学に親しむ施設 （２施設） 歴史・文化・芸術に親しむ施設 （４施設）

③県立博物館は、最優先で対策を

図ることとし、令和８年度以降ワーキ

ング検討委員会を設置し、類似する

他施設（農業科学館等）との機能分

担を含め、大規模修繕についての

計画を策定

各施設においては、書庫や収蔵庫の収容率が高くなっているが、今後、デジタル技術を活用した収蔵の仕組みの検討や個別施設の修繕等の

タイミングで収蔵スペースを確保

収蔵スペース

今後のスケジュール

＜２月議会＞最終案説明 ＜３月＞公表
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